
初旬・中旬・下旬の時期を問わず、倍額判断になった月によって請求体系が異なります。

├ 2ヶ月目に倍額判断：1ヶ月目は通常の単月料金、2ヶ月目・3ヶ月目は倍額3ヶ月セット料金の2/3を請求

└ 3ヶ月目に倍額判断：1ヶ月目・2ヶ月目は通常の単月料金、3ヶ月目は倍額3ヶ月セット料金の1/3を請求

注意事項
 ※ご入金後に倍額判断になった際は次月のご請求にて調整いたします

 ※倍額判断後にHPを修正しても通常料金には戻りません

├ 1ヶ月目に倍額判断：倍額の3ヶ月セット料金

 入稿時

HPなし（未完成含む）

通常料金にて掲載開始

掲載開始後

HP完成後の再審査にて

倍額ジャンルと判断

■単月契約

■3ヶ月契約

初旬・中旬・下旬の時期を問わず、倍額判断になった当月から倍額請求となります。

HP未完成等で掲載開始時は通常料金でしたが、

HP完成後にオナクラ等の倍額判断になった場合下記のご請求をさせていただきます。

バニラ　倍額料金業種について

掲載開始後の注意店

※デリヘルでご入稿頂いた場合でも弊社媒体判断にて「倍額ジャンル」と判断した場合は、

   「倍額ジャンル」での掲載となります。

※ビデオパブの掲載は書類の種類に関わらず、

「オナクラで倍額」か「その他で通常料金」での掲載となります。

下記掲載ジャンルにつきましては倍額でのご請求となります。

【オナクラ/リフレ/レンタルデート/添い寝/ビデオパブ/グッズモニター】

3ヵ月セット契約は廃止となりました


